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滋賀県国土強靱化地域計画（改定版）原案に対して提出された意見等と 

それらに対する考え方について 

 

１ 県民政策コメントの実施結果について 

令和２年３月 13日から４月 13 日までの間、滋賀県民政策コメント制度に関する要綱に基づ

き、滋賀県国土強靱化地域計画（改定版）原案についての意見等の募集を行った結果、４の県

民・団体の皆様から 28件、また２の市町から９件の意見等が寄せられました。 

  これらの意見等について、内容ごとに整理し、それらに対する考え方を以下に示します。 

 なお、取りまとめにあたり、提出された意見等の一部は、その趣旨を損なわない範囲で内容

を要約したものとしています。 

 
２ 提出された意見等の内訳 

項目 県民・団体 市町 合計 
目次 3 件 0 件 3 件 
第１章 計画策定の趣旨・基本的な考え方    
 １ 計画策定の趣旨 1 件 0 件 1 件 
 ２ 基本的な考え方 1 件 0 件 1 件 
第２章 本県の地域特性    
 （略）    
 ６ 周辺地域における原子力施設の立地 1 件 0 件 1 件 
第３章 脆弱性評価    
 １ 評価の方法等 0 件 0 件 0 件 
 ２「起きてはならない最悪の事態」の設定 0 件 1 件 1 件 
 （略）    
第４章 脆弱性評価を踏まえた国土強靱化の推進方針    
 １ 推進方針 9 件 4 件 13 件 
 ２ 施策分野別事業 0 件 0 件 0 件 
第５章 計画の推進と不断の見直し    
 （略）    
別紙１「起きてはならない最悪の事態」ごとの脆弱性評価結果 6 件 1 件 7 件 
別紙２ 個別・横断的施策分野別重要業績指標（ＫＰＩ）一覧 2 件 0 件 2 件 
別紙３ 施策分野別事業一覧 3 件 3 件 6 件 
概要 2 件 0 件 2 件 

合計 28 件 9 件 37 件 
（考え方を示した意見等） 26 件 7 件 33 件 
（施策を実施する上で参考とさせていただく意見等） 2 件 2 件 4 件 
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滋賀県国土強靱化地域計画（改定版）原案に対して提出された意見等と 
それらに対する考え方 

 
No. 頁 意見等（概要） 意見等に対する考え方 

目次 

1 － １、２、３…の下の階層に、(1)(2)(3)

…を記述することが望ましい。 

例） 

第１章（略） 

 ２ 基本的な考え方 

(1) 県地域計画の位置付け 

(2) 県地域計画の対象とするリスク 

目次については、全体の構成を示すことを目的

としており、原案のとおりとします。 

2 － 下記のとおり記述することが望ましい。 

第４章（略） 

 １ 推進方針 

  (1) 個別・横断的施策分野推進方針 

    ① 個別施策分野 

    ② 横断的施策分野 

3 － 下記のとおり記述することが望ましい。 

別紙３（略） 

 １ 個別施策分野 

 ２ 横断的施策分野 

 

第１章 １ 計画策定の趣旨 

4 p.1 琵琶湖の大規模氾濫の歴史を記述する

ことが適切である。江戸時代以前と昭

和以後の風水害の事例が記載されてい

るが、それらと被害が同程度以上であ

る明治 29 年の大洪水についても記述

すべき。 

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。 

（修正前） 

昭和期以降では、昭和９年（1934 年）の室戸

台風や昭和 28年（1953 年）の多羅尾地方の局

地的な豪雨、昭和 34 年（1959 年）伊勢湾台風

では、多数の死者や住宅の全壊、床上・床下浸

水が発生しました。 

（修正後） 

明治 29 年の豪雨災害や、昭和期以降では、昭

和９年（1934 年）の室戸台風や昭和 28 年（1953

年）の多羅尾地方の局地的な豪雨、昭和 34 年

（1959 年）伊勢湾台風では、多数の死者や住

宅の全壊、床上・床下浸水が発生しました。 
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No. 頁 意見等（概要） 意見等に対する考え方 

第１章 ２ 基本的な考え方 

5 p.3 (3)基本目標と(4)事前に備えるべき目

標について、概念の階層と各々の数を

明示的に記述することを提案する。 

10 ページの「１評価の方法等」に４つ

の基本目標と８つの事前に備えるべき

目標についての記載があるが、３ペー

ジに記載したほうがわかりやすい。 

また、基本目標①～④を罫線で囲んで

いるが、事前に備えるべき目標①～⑧

も同様に罫線で囲むべき。 

 

10 ページの「１評価の方法等」の説明は、第

３章の脆弱性評価の方法等を説明したもので

あり、原案のとおりとします。 

ご意見を踏まえ、(3)基本目標の①～④の罫線

を削除し、(4)事前に備えるべき目標の記載と

整合を図ることとします。 

第２章 ６ 周辺地域における原子力施設の立地 

6 p.9 「現在、その多くが老朽化するととも

に、使用済核燃料が蓄積…」とあるが、

「老朽化」は使い古して役に立たなく

なることを意味する用語である。原子

力規制委員会のサイトでも「長い間使

用している原子力発電所」と書かれて

いることから、以下のとおり記載すべ

き。 

「現在、その多くは運転を開始してか

ら長期間が経過するとともに、使用済

核燃料が蓄積…」 

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律」（炉規法）において、原子力発電

所を運転できる期間は運転開始から 40 年とさ

れていることから、老朽化と表現しています

が、国の記載方法を参考に、次のとおり修正し

ます。 

（修正前） 

現在その多くが老朽化するとともに、使用済核

燃料が蓄積されています。 

（修正後） 

現在その多くは長期間使用しているため、老朽

化が進行するとともに、使用済核燃料が蓄積さ

れています。 

 

第４章 １ 推進方針 

7 p.14 

p.17 

p.21 

p.23 

p.25 

グリーンインフラについては、「滋賀県

基本構想」における記載や、滋賀経済

同友会の提言、国土交通省のグリーン

インフラ官民連携プラットフォームな

ど、機運が高まっている。このため、

県が主体となり、部門横断的にグリー

ンインフラを着実に進めていくことを

【行政機能／警察・消防等】【住宅・都

市】、【農林水産】、【国土保全・土地利

用】、【環境】の各項目に明記すべき。 

グリーンインフラの推進については、これまで

から各施策分野においてその視点に基づく取

組を進めており、今後の施策推進にあたって参

考とさせていただきます。 
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No. 頁 意見等（概要） 意見等に対する考え方 

8 p.16 「非常用物資の備蓄促進」について、

備蓄物品保管の外部委託や、病院・消

防・介護施設・廃棄物処理関連施設な

ど備蓄物品を日常使用する所が保管量

を増やすことによりローリングストッ

クを行うことができるのではないか。 

 

本項目に記載のとおり、平時から民間事業者に

外部委託を行い、災害発生時に確実に物資を提

供できる体制を構築しており、原案のとおりと

します。 

なお、ご提案については今後の施策推進にあた

って参考とさせていただきます。 

9 p.17 「消防人材・消防職団員等の育成・確

保」について、特に消防団員の確保は

喫緊の課題であり、単に環境整備では

なく、具体的な対策を記載すべきでは

ないか。 

 

消防団員の確保は、各市町が主体的に取り組む

べき課題であり、県としては消防団への理解促

進等の環境整備に努めることとしており、原案

のとおりとします。 

10 p.18 「下水道施設の防災対策の推進」につ

いて、上水道施設と同様に、停電対策

が必要と考える。 

ご意見を踏まえ、次のとおり修正します。 

（修正前） 

下水道施設が被災した場合、（略）下水道施設

の耐震化を計画的に進めます。 

（修正後） 

下水道施設が被災した場合、（略）下水道施設

の耐震化を計画的に進めるとともに、停電対策

の強化を行います。 

 

11 p.19 近年の猛暑による熱中症多発状況等を

踏まえ、災害発生時における熱中症の

発生や死亡を防ぐ必要があると考え

る。県民の生命を守る観点から、【保健

医療・福祉】の項目に以下の内容を追

加すべき。 

（熱中症の防止対策） 

災害発生時における熱中症の発生を抑

制するため、病院や福祉施設、公共施

設等の空調設備を稼働させられる大規

模な容量の非常用発電機の導入や、企

業の工場等においてもクールスポット

の整備など、遮熱対策の導入支援を進

めます。また、家庭においても、平時

より適度な空調と水分補給等の熱中症

対策の推奨を行います。 

県では平常時から熱中症予防や熱中症を疑っ

た場合の対応に係る啓発を強化するとともに、

その備えについて情報提供しています。ご意見

を踏まえ、次のとおり修正します。 

なお、高齢者や障害者が利用する福祉施設につ

いては、要配慮者が安心して生活できるよう、

整備支援を行っています。 

（修正前） 

（感染症の発生・蔓延防止） 

平常時から予防接種を促進するとともに（略） 

（修正後） 

（感染症の発生・蔓延防止等） 

平常時から予防接種の促進や熱中症等の予防

啓発を行うとともに（略） 
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No. 頁 意見等（概要） 意見等に対する考え方 

12 p.19 「自立・分散型エネルギーシステムの

整備促進」について、災害発生に伴う

エネルギー供給の長期途絶により、都

市ガスの供給が途絶えた場合、天然ガ

スコージェネレーション・燃料電池が

稼働しないことが考えられるため、以

下の内容に修正すべき。また、公共施

設の文言も残すべき。 

（自立・分散型エネルギーシステムの

整備促進） 

災害発生時にエネルギー供給が長期途

絶する事態に備え、生活・経済活動継

続等に必要最低限のエネルギーを確保

するため、公共施設、家庭や事業所等

において、自立・分散型エネルギーシ

ステム（再生可能エネルギーや非常用

発電機と燃料タンク、蓄電池等）の整

備を促進します。 

 

公共施設については、事業所等に含むと考えて

います。ご意見と国の記載内容も踏まえ、次の

とおり修正します。 

（修正前） 

災害発生時にエネルギー供給が長期途絶する

事態に備え、（略）自立・分散型エネルギーシ

ステム（再生可能エネルギーや天然ガスコージ

ェネレーション・燃料電池等）の整備等を促進

します。 

（修正後） 

災害発生時にエネルギー供給が長期途絶する

事態に備え、（略）自立・分散型エネルギーシ

ステム（再生可能エネルギーや天然ガスコージ

ェネレーション・燃料電池・蓄電池等）の整備

等を促進します。 

13 p.20 「主要幹線道路等ネットワークの整

備」について、「甲賀湖南道路」と「国

道１号【栗東水口道路Ⅰ工区・２工区、

水口道路】が重複しているため、どち

らか一方を削除すべき。 

 

ご指摘の２路線は重複していますが、それぞ

れ、地域高規格道路、直轄国道としての位置づ

けを示すために記載していることから、原案の

とおりとします。 

14 p.23 「琵琶湖洪水被害軽減のための後期放

流対策の推進」について、瀬田川・宇

治川の改修事業、天ヶ瀬ダム再開発事

業など後期放流対策の促進を図るとあ

るが、別紙３（施策分野別事業一覧）

に対応する事業が記載されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

ご指摘の事業は、国の直轄事業であり、別紙３

には国事業は記載していませんので、原案のと

おりとします。 

国に対しては、機会あるごとに要望を行ってい

ます。 
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No. 頁 意見等（概要） 意見等に対する考え方 

15 p.23 「ダムの適切な管理・運用」について、

大戸川ダムの建設促進を図る旨を追記

いただきたい。 

本項目は、既設ダムの運用・管理に係る項目の

ため、原案のとおりとしますが、「琵琶湖洪水

被害軽減のための後期放流対策の推進」に追記

することとし、次のとおり修正します。 

（修正前） 

(琵琶湖洪水被害軽減のための後期放流対策の

推進) 

（略）天ヶ瀬ダム再開発事業など後期放流対策

の促進を図ります。 

（修正後） 

(琵琶湖洪水被害軽減のための後期放流対策等

の推進) 

（略）天ヶ瀬ダム再開発事業など後期放流対策

や瀬田川洗堰操作との連携等により琵琶湖水

位を低下させる大戸川ダム建設事業の促進を

図ります。 

 

16 p.23 「浸水対策の推進」に各地域安全協議

会や大規模氾濫減災協議会などと連携

し事業を進めていく旨の文章を追記す

べき。 

地域安全協議会や水害・土砂災害に強い地域づ

くり協議会は、流域治水全般に係る協議の場で

あることから、ご意見を踏まえ、「流域治水の

推進」に追記することとし、次のとおり修正し

ます。 

（修正前） 

流域治水政策を実行するため、河川の整備や

（略）対策を推進します。 

（修正後） 

流域治水政策を実行するため、水防法に基づく

大規模氾濫減災協議会の枠組みを活用して国

や市町と連携を図りつつ、河川の整備や（略）

対策を推進します。 

 

17 p.24 「地籍調査の推進」を重要な施策とす

べきではないか。 

地籍調査の現況が 13.7％（H30）とか

なり低い。県下の市町への啓発ととも

に急ぐべきではないか。 

重点とする施策（☆マークを表示）は、特にリ

スクシナリオへの対応が多い施策を選択して

おり、原案のとおりとします。 

なお、ご指摘を踏まえ、市町と連携し、地籍調

査の計画的な実施を促進します。 
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No. 頁 意見等（概要） 意見等に対する考え方 

18 p.25 「浄化槽の管理体制の整備」について、

法定検査の実施や、単独浄化槽から合

併浄化槽への転換が国土強靱化とどう

結びつくのか。 

 

法定検査の実施や、老朽化した単独浄化槽を合

併処理浄化槽へ転換することにより、個別分散

型処理システムを整え、災害に強い、強靱化を

図ることができると考えます。 

なお、趣旨を明確にするため、次のとおり修正

します。 

（修正前） 

災害時に早期に復旧できるよう、法定検査の実

施、単独浄化槽から合併浄化槽への転換を促進

します。 

（修正後） 

法定検査の実施を促進するとともに、単独処理

浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促進し、

災害に強く早期に復旧できる個別分散型処理

施設の設置の推進を図ります。 

 

別紙１ 「起きてはならない最悪の事態」ごとの脆弱性評価結果 

19 p.29

～49 

「事前に備えるべき目標」１～８の表

記について、下記の記載を提案する。 

事前に備えるべき目標１ 直接死を最大限防ぐ

目標２～８も同様とする。 

 

現計画（平成 28 年 12 月策定）と同様の表記と

し、原案のとおりとします。 

20 p.29

～51 

別紙１「起きてはならない最悪の事態」

ごとの脆弱性評価結果の表記につい

て、下記の記載を提案する。 

１－１ 住宅・建築・交通施設等の（略） 

１（２）から８（６）も同様とする。 

 

10～12 ページの「起きてはならない最悪の事

態（リスクシナリオ）」の表記との整合を図り、

現計画（平成 28 年 12 月策定）と同様の表記と

し、原案のとおりとします。 

21 p.31 「（４）琵琶湖の大規模氾濫による多数

の死傷者の発生」について、大戸川ダ

ム建設事業を追記いただきたい。 

ご意見を踏まえ、次のとおり修正します。 

（修正前） 

（略）天ケ瀬ダム再開発事業などの琵琶湖の後

期放流対策を促進する必要があります。 

（修正後） 

（略）天ケ瀬ダム再開発事業などの琵琶湖の後

期放流対策や瀬田川洗堰操作との連携等によ

り琵琶湖水位を低下させる大戸川ダム建設事

業を促進する必要があります。 
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No. 頁 意見等（概要） 意見等に対する考え方 

22 p.33 

他10

か所 

「災害被害を受けた際に迅速な復旧が

困難である橋梁の対策や無電柱化対策

および大雨時における（略）道路防災

対策を着実に進める必要があります」

とあるが、無電柱化によって災害被害

を受けても短期間で復旧できると読め

るため、記載を改めるべき。 

 

ご指摘を踏まえ、次のとおり修正します。 

（修正前） 

災害被害を受けた際に迅速な復旧が困難であ

る橋梁の対策や無電柱化対策および（略）道路

防災対策を着実に進める必要があります。 

（修正後） 

災害被害を受けた際に迅速な復旧が困難であ

る橋梁の対策を進めるとともに、無電柱化対策

および（略）道路防災対策を着実に進める必要

があります。 

 

23 p.36 

p.41 

「エネルギー供給のためのインフラが

被災した場合」とあるが、大規模地震

で電線共同溝設備が損壊し、停電・通

信障害が多数の路線で発生した場合、

道路管理者による電線共同溝設備の復

旧に合わせて電線管理者の電線復旧が

必要となる。この場合、上下水道・ガ

ス・電線共同溝と多数の地下埋設企業

が被害復旧のために道路を掘削するこ

とになるが、特に緊急輸送道路では、

どのような手続き・方法・順番で道路

を占用して復旧を進めるのか、方向性

を記載すべき。 

 

緊急輸送道路における大規模地震等による電

線共同溝等の地下埋設物の損壊は多様であり、

個別に対応が異なることが想定されるため、原

案のとおりとします。 

なお、ご意見については今後の施策推進にあた

って参考とさせていただきます。 

24 p.39 「電力等の長期供給停止を発生させな

いように、道路の無電柱化、（略）」と

あるが、被害の様相や現場環境によっ

ては電柱方式よりも電線共同溝方式の

ほうが長期供給停止となるケースもあ

ることから、無電柱化が長期間停電の

抑制になるような記載をするべきでは

ない。 

電柱の倒壊等により電力等の供給が停止する

事例もあるが、無電柱化が一概に電力等の長期

の供給停止抑制になるとは言い難いため、ご指

摘を踏まえ、次のとおり修正します。 

（修正前） 

電柱の倒壊等により電力等の長期供給停止を

発生させないように（略） 

（修正後） 

電柱の倒壊等により電力等の供給停止を発生

させないように（略） 
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25 p.45 

他 4

か所 

大規模災害時、県民の生命財産を守る

という点において、速やかな復旧が求

められるのは、ライフラインも同様。

迅速な復旧のためには、平時から、県

内中小企業における次世代の担い手を

雇用・育成する必要があるため、以下

のとおり修正すべき。 

「大規模災害時に防災インフラやライ

フラインを速やかに復旧するために、

建設・電設産業等における担い手の育

成・確保を進める必要があります」 

 

ライフラインの早期復旧体制の整備を促進す

る必要性については、44ページ「（１）電力供

給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や都

市ガス供給、石油・LP ガスサプライチェーン

等の長期間にわたる機能の停止」に記載してお

り、原案のとおりとします。 

また、電設産業の担い手の育成・確保について

は、事業者において主体的に取り組むべきもの

と考えており、原案のとおりとします。 

26 p.52 KPI の「各市町等上水道 BCP 策定率」

は、「各市町下水道 BCP 策定率」ではな

いか。上水道の BCP は各市町で策定さ

れ、下水道 BCP が放置されているよう

に感じる。 

ご指摘の KPI については、「各市町等上水道 BCP

策定率」です。 

各市町の下水道 BCP 策定については、今年度に

すべての市町で策定完了する予定で進捗して

いることから、ＫＰＩを設定していません。 

 

別紙２ 個別・横断的施策分野別重要業績指標（ＫＰＩ）一覧 

27 p.52

～54 

KPI 一覧について、「個別施策分野」「横

断的施策分野」を表記すべき。 

ご意見を踏まえ、「個別施策分野」「横断的施策

分野」を追記します。 

 

別紙３ 施策分野別事業一覧 

28 p.55 「別紙３ 施策分野別事業一覧」タイ

トルの表記を「別紙２ 個別・横断的

施策分野別重要業績指標（ＫＰＩ）一

覧」と同等の文字フォントと大きさに

してはどうか。 

 

ご意見を踏まえ、「別紙３ 施策分野別事業一

覧」の文字の大小とフォントを修正します。 

29 p.55

～70 

「別紙３ 施策分野別事業一覧」に事

業名のみの記載や事業名と地名の記載

箇所があるが、市町名と地先名を記載

いただきたい。 

国の方針に基づき、必要事項を記載しているた

め、原案のとおりとします。 

なお、今後、国の方針等の状況を踏まえ、市町

名および地先名の記載を検討します。 

 

30 p.56 「市町下水道施設防災対策事業」に各

市町下水道 BCP の策定支援が含まれて

いるか。 

 

市町と連携して BCP 計画に基づく訓練を実施

し、訓練を通して計画の改善の支援を行うこと

としており、各市町下水道 BCP の策定支援を含

みます。 
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31 p.57 「主要幹線道路等ネットワークの整

備」に「主要地方道土山蒲生近江八幡

線」を追記いただきたい。 

 

当該事業一覧については、主に詳細な設計に係

る時期等を勘案し記載することとしているこ

とから、原案のとおりとします。 

なお、ご提案の事業については必要な時期に検

討することとします。 

 

32 p.64 「河川の整備」に「和田川河川改修」

を追記いただきたい。 

 

当該事業一覧については、主に詳細な設計に係

る時期等を勘案し記載することとしているこ

とから、原案のとおりとします。 

なお、ご提案の事業については必要な時期に検

討することとします。 

概要 

33 － ４つの基本目標には、本文３ページの

表記に合わせて①～④の数字を割り当

てた方がよい。 

 

ご指摘のとおり、基本目標の表記を改めること

とします。 

 


